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序　　　　　文

ヴィエトナム社会主義共和国はドイモイ（刷新）政策により急速な経済成長を遂げ、今後の成長

の基礎固めともなるべき成果を上げてきた。同国は経済をさらに発展させるために、電気通信分

野の整備が重要なインフラの 1 つになるとして、電気通信ネットワークの拡充を鋭意進めている。

しかしながら、電気通信分野の整備を支える技術者の不足が深刻であるうえ、その技術者を養

成する訓練センターも、設備、技術ともに不十分で、電気通信ネットワーク拡充の大きな障害に

なっている。このためヴィエトナム政府は、同国郵電公社の人材育成機関である第一郵電訓練セ

ンターの訓練計画、訓練技術・知識の充実を目的とするプロジェクト方式技術協力を、我が国に

要請してきた。

これを受けて国際協力事業団は、1997 年（平成 9 年）9 月 18 日から同 27 日まで、郵政省郵政大

臣官房国際部国際協力課企画官　小野寺敦子氏を団長とする事前調査団を現地に派遣し、ヴィエ

トナム国の電気通信事情と第一郵電訓練センターの現況を調査するとともに、協力計画案の調整

を行った。

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクト展開に広

く活用されることを望むものである。

ここに、調査団の各位をはじめ、ご協力いただいた外務省、郵政省、日本電信電話㈱、在ヴィ

エトナム日本国大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、今後とも一層

のご支援を賜るよう、お願い申し上げる次第である。

　平成 9 年 10 月

国 際 協力事業団　　

理事　佐　藤　　清　　
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1． 事前調査団の派遣

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

1986 年に導入されたドイモイ（刷新）政策は、1989 年以降徐々に成果を見せはじめ、第 5 次国

家経済開発 5 か年計画期間中（1991 ～ 1995 年）に、今後の経済成長の基礎固めともいうべき成果

を生み出した。それは、高い経済成長率に端的に現れている。

ヴィエトナムはさらに第 6 次国家経済開発 5 か年計画（1996 ～ 2000 年）を達成するために、電

気通信分野の整備を経済成長のための重要なインフラの 1 つであると位置づけ、現在、電気通信

ネットワークの拡充に努めているところである。具体的には、1991 年から 1995 年までの間に、電

話機数で約 6 倍強（77 万台、普及率 1.1％）に発展させてきたものの、依然として電話は極めて不

足しているため、同国の電気通信基本計画では、1996 年末で 100 万台（普及率1.4％）の電話機を、

2000 年末までに 4 倍（普及率 6.0％）に引き上げることとしている。

他方、これを支える郵電公社の技術者の不足は深刻であり、また、この技術者を養成する訓練

センターも、陳腐化した設備と技術にとどまって、今後の電気通信ネットワークの拡充の大きな

障害になっている。

上記背景の下、今後の職員訓練需要に応えるため、人材・機材ともに不十分なヴィエトナム第

一郵電訓練センターを整備・拡充することによって、新技術及び管理スキルに習熟した教官を育

成し、その教官を通じてエンジニアからテクニシャンまで、幅広く十分な人材育成を行うことが

課題となっている。しかしながら、実際に訓練を担当する訓練センターの自力では、近年の交換、

伝送、無線、線路、データ通信等の標準的新技術に対応できる人材の育成ができないことから、本

件要請となったものであり、本プロジェクトによって、将来電気通信分野の発展のあい路となる

人材育成面の様々な課題の解決に、大きく貢献できるものと期待される。

この要請に対し、国際協力事業団は 1997 年 9 月 18 日から 9 月 27 日まで本事前調査団を派遣し、

主管の郵電庁（DGPT）、実施機関であるヴィエトナム郵電公社（VNPT）をはじめとする関係機関

と、プロジェクトの背景、目的及び活動の内容について協議した。

本調査団の主な調査事項は次のとおりである。

（1）先方の要請背景、内容を確認する。

（2）ヴィエトナムの電気通信事情及び VNPT 第一郵電訓練センター（PTTC － 1）における訓練

の現状を調査する。

（3）ヴィエトナム側が計画しているプロジェクトの目的及び実施計画概要について調査し、我

が国の協力基本計画案との調整を図る。
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2． 要　　　約

本事前調査団はヴィエトナム政府から我が国に要請された「第一郵電訓練センター拡充計画」に

ついて調査・協議する目的で、1997 年 9 月 18 日から同 27 日まで、ヴィエトナムを訪問した。調

査団は、要請内容とその妥当性の確認を行うとともに、ヴィエトナム側のプロジェクト実施計画

案を我が国の協力基本計画案と調整し、合意事項をミニッツに取りまとめて、9 月 26 日、調査団

長がヴィエトナム郵電庁人事局副局長及び第一郵電訓練センター所長と署名を取り交わした。

調査結果の概要は以下のとおりである。

（1）プロジェクトの背景

ヴィエトナムは電気通信ネットワーク拡充の基本計画として、2000 年までに電話加入率を

現在の 100 人当たり 1.4 台から 6 台に引き上げることとし、そのために①技術開発力の重視、

②国内自動化を完了、③国際通信は周辺国との間で直接回線を持つに至った（SDH 光ファイ

バー伝送システムによる）、④現加入数は 144 万 4,280 台、⑤携帯電話加入は10 万台、⑥日本、

ドイツ、韓国、フランスと合弁の通信機器製造会社を設立、⑦符号分割多重（CDMA）、衛星

の導入は国の課題、⑧人材育成戦略――以上 8 点を、基本計画実施の柱として検討している。

その一環として同国は今般、研究・訓練分野の機構改革を実施、第一及び第二郵電訓練セ

ンターと 2 つの研究所を合わせて「郵電技術学院」とし、教育省から独立した大学及び在職職

員の訓練センターとするよう、再構成した。

第一郵電訓練センターはヴィエトナムの電気通信事業をほぼ独占する郵電公社の訓練セン

ターで、1987 年にその位置づけを大学級から高等専門学校級にされたが、今般は教育省所管

から離れて、独立の大学教育を実施する機関と位置づけられたことになる。

郵電技術学院は、以下の教育機能を担当する。

1）一般人の教育＝高卒者を対象とした大学、大学院レベルの教育

2）通信事業に従事する職員の再教育

上記機構改革は、一般大学で通信工学を専攻させると設備面でコストがかかりすぎるため、

役割分担を図る意味があり、郵電技術学院は通信事業体が管理運営する高等教育機関として

再出発することになったものである。

（2）技術協力内容

本件プロジェクト方式技術協力の具体的内容は、在職者の再訓練を行い、電気通信分野の

新技術をもつ技術者を養成するものとし、協力分野は以下の 5 分野とすることで基本的合意
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を得た（協力分野はヴィエトナム側の定義に合わせてある）。

1）デジタル交換技術及びネットワーク管理技術

2）光ファイバーケーブル技術及び局外設備技術

3）デジタル伝送技術

4）デジタル無線技術

5）データ通信技術

このうち 1）～ 4）は各分野の長期専門家計 4 名を派遣し、うち 1 名がチーフアドバイザー

を兼務することとした。5）のデータ通信技術は短期専門家で対応することとしたが、ヴィエ

トナム側はこの分野にも長期専門家派遣を求めた。しかし、広範囲のデータ通信技術のなか

で具体的にどの分野の技術移転を求めるのかが必ずしも明確ではなかったため、今後の検討

課題とした。

このほか、コンピューターによる個別学習支援システム（CAI）などを用いた遠隔教育、経

営管理及び研修マネージメントについてもヴィエトナム側の強い要請があったが、持ち帰っ

て帰国後検討すること、長期調査においても詳細に検討することとし、本事前調査段階では

協力対象に含めなかった。

一方、センターの訓練コース及び機材を見ると、訓練コースは存在していても、対応する

実習設備が整っていないという実情がある。このため、上記訓練分野の新設にあたっては、既

存の関連訓練コースを再編成し、供与機材の範囲を明確にする必要がある。

訓練センターの教官の意欲は高く、協議の当初はプロジェクト目標の主眼を教官自体の訓

練に置き、教官さえ訓練してもらえればセンターの訓練生に対する訓練は自分たちの責任で

行う旨の主張もあったが、日本案どおり、訓練コースの立ち上げと運営によって、在職者訓

練を実施することで合意した。

またカウンターパート研修については、要請書に記載されている年間 7 ～ 8 名の受入れを

要求されたが、調査団対処方針のとおり、年間 3 名の受入れとした。

その他、プロジェクト方式技術協力の枠組み、プロジェクトの運営体制、プロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（PDM）について説明し、ミニッツに取りまとめて長期調査では各協力

分野ごとに、より詳細な検討を実施することとした。

（3）民営化問題

郵電公社は政府が 100％出資する国営会社で、現在のところヴィエトナムの電気通信サービ

スをほぼ独占的に供給している。予算決算は当然別であるが、人事異動は所管の郵電庁との

間で行われており、政府以外の資本が導入される見込みはない（現在株式市場はない）。
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（4）外国資本と本プロジェクトとの関係

外国資本は、現在 BBC 形式（利益を契約比率に従って案分）で合弁事業に活用されている。

これは各プロジェクトごとに契約ベースで実施されているもので、本件プロジェクトと直接

の関係は薄い。

（5）訓練実施上の留意点

1）訓練内容

先方要請は多岐にわたる。協力分野を 5 分野に限定したが、データ通信については強い要

請があった。ただ、具体的内容が必ずしも明確ではないので、長期調査で十分把握する必要

がある。

またCAI による遠隔教育については、南北に長い国土である地理的条件から、より多くの

職員に研修させたいので、ぜひ協力分野に含めてほしいと強い要請があった。これに関連し

てCAI ベースで実施できるような教材づくりのノウハウの技術移転を求められたが、これを

協力対象とはしないのか、または協力できる範囲で実施していくのかが、今後の検討課題と

なった。

2）訓練の対象者・資格要件

（1）で述べたとおり、郵電技術学院は 2 つの機能（大学教育・在職者訓練）をもつが、本件

プロジェクトは在職者訓練を行うものとする。

（6）今後の予定

長期調査を経て、ヴィエトナム側は平成 10 年度、早い時期のプロジェクト開始を希望して

いる。



─ 7 ─

3． 要 請 の 内 容

3 － 1　ヴィエトナム側から提出された要請

要請内容は次のとおりである。

（1）プロジェクト名

第一郵電訓練センター

Post and Telecommunication Training Centre No.1

（2）実施場所

ハタイ省（ハノイ市中心から南西約 10 キロメートル）

（3）実施機関名

ヴィエトナム郵電公社

Vietnam Posts and Telecommunications Corporation

郵電公社は、郵電庁監督の下、国内及び国際公衆電気通信サービスをほぼ独占的に提供し

ている。同公社の1995 年度の通信収入は6 兆 5,000 億ドン（約 4 億 3,000 万ドル）で、支出及

び納税額が 4 兆 3,000 億ドン（約 3 億 9,000 万ドル）である。

（4）実施主管官庁

郵電庁

Department General of Posts and Telecommunications

（5）要請背景

当国では、近年の急速な市場経済化に伴い、高度経済成長が進展しており、電気通信の分

野においても、電話回線の増加（1995 年末には電話機数 77 万台になり、1991 年と比較する

と 6 倍以上に成長）やデジタル技術等の積極導入による技術の近代化・高度化が著しい。しか

しながら、同公社にはかかる状況に対応した技術者が質及び量ともに極めて不足しており、ま

た、職員の訓練の充実・拡充が大きな課題となっている。

（6）要請目的・内容

上記要請背景の下、現在及び将来の職員訓練需要に応えるため、人材・機材等を十分に有
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していない現在の研修センターを整備・拡充し、最新の技術知識及び訓練マネージメントに

習熟した教官を育成するとともに、適切な訓練機材による実践的な訓練を可能ならしめる。目

標としては、年間 2 万 5,000 人の短期研修及び 1,600 人の長期研修を行いたいとしている。

（7）専門家人数・分野

1）研修マネージメント 長期 1 名（他のいずれかの分野の専門家と兼務）

2）線路／設備管理 長期 1 名

3）ネットワーク／交換 長期 1 名

4）ケーブル伝送 長期 1 名

5）無線技術 長期 1 名

6）データ通信／CAI 長期 1 名

（8）カウンターパート研修

1）研修マネージメント 5 名× 1 月

2）線路／設備管理 5 名× 4 月

3）ネットワーク／交換 5 名× 2 月

4）ケーブル伝送 2 名× 3 月

5）無線技術 3 名× 3 月

6）データ通信／CAI 3 名× 1 月

（9）機材供与（主要品目）

ルーラル通信システム、局外設備、CAI 及びビデオ機材、光ケーブルシステム、PCM シス

テム等　　約 4 億 4,000 万円

（10）無償資金協力要請

なし

3 － 2　関 連 事 項

（1）施設の状況

メインビルディング等既存施設の利用可能。

（2）我が国の協力との関係

無償・有償ともなし。
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（3）国家開発計画における位置づけ

1998 年 6 月、共産党大会において採択された「国家経済開発5 か年計画」において、2000 年

までに 100 人当たり電話機数を現在の 6 倍とする目標が掲げられており、本プロジェクトに

はそのための人材養成面を担当するものである。
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4． ヴィエトナム側の実施体制

4 － 1　郵電庁（Department General of Posts and Telecommunications：DGPT）

現在、ヴィエトナムの電気通信は、ヴィエトナム郵電公社が運営しており、その監督官庁が

DGPT である。また郵便事業の監督及び周波数管理も行っており、その組織は、図 4 － 1 のとお

りである。

職員数は 501 名で、そのうち 251 名がオーバーヘッド部門であり、残りの 250 名が電波周波数

管理局、地域郵電局等の職員である。
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4 － 2　郵電公社（Vietnam Posts and Telecommunications： VNPT）

ヴィエトナム郵電公社は、現在ヴィエトナムの電気通信を独占的に運営しており、その組織は

図 4 － 2 のとおりである。

現在の職員数は 7,500 人であり、その 2 ／ 3 が電気通信、1 ／ 3 が郵便業務に携わっている。

また、職員の教育レベルは、大卒以上が 18％、専門学校・技術高等学校卒が 14％、労働者が 68

％であり、この比率を 2000 年までに、22％、30％、48％にするよう計画している。

電気通信分野ごとの従業員構成は、交換部門 10％、伝送部門 13％、屋外設備部門 20％、カスタ

マーサービス担当 30％、管理・総務部門 27％である。
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4 － 3　第一郵電訓練センター（Posts and Telecoms Training Center － 1： PTTC － 1）

第一郵電訓練センターは、VNPT の訓練センターで、VNPT 職員を対象に長期及び短期研修を

実施しており、その組織は、図 4 － 3 のとおりである。

このセンターは、1953 年 9 月 7 日にワーカーを対象とした郵政初等学校として設立され、その

後 1961 年にエンジニアを対象とした郵政大学、1969 年に郵電大学となったが、1987 年に現在の

訓練センターになった。

1998 年、9 月にはVNPT に大学、大学院の機能を有する郵電技術学院が設立され、当センター

はそのなかでVNPT 社員を対象にした長期研修及び技能向上を目的とした短期研修を行っている。

現在のセンターの職員数は 175 名で、そのうち 94 名が教官である。

また、教員の教育レベルは、修士・博士課程以上が11 名、大卒が82 名、高等技術者 1 名である。
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図 4 － 3　第一郵電訓練センター（POSTS ＆ TELECOMS TRAINING CENTER － 1）組織図
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えられる。もともとサプライヤー側の研修は養成人数に制限があり、その後のフォローアッ

プは視野に入っていない。訓練センターとしては、現場の要望に応えられる人材を安定的に

供給できる養成機関として、訓練用教材の整備と実習設備の充実を図り、教官の養成能力を

向上させようとしている。

2）訓練コースの設定

訓練コースの設定にあたり、訓練センターでは次年度の訓練コースについて事前に計画立

案し、予定のコースごとに訓練概要等の解説を 1 冊の冊子にまとめて、この冊子を各機関に

配布し、受講希望者を募っている。しかし、訓練センターの説明によれば、この努力がなか

なかうまく機能していない。コースによっては希望者が全くないもの、希望者が多すぎて実

施に困難が伴うものが多数あり、予定コースの半分程度が開設できないことも珍しくないと

いう。これは、訓練センターと現場機関の人事交流がなく、センター側が現場の実情を把握

しかねていることが大きな原因と考えられる。人事交流の支障になっている 1 つの要因に給

与体系の問題がある。センター側の給与体系が低く抑えられており、これが支障になって交

流が実現しない。VNPT の人事部門との連携も弱く、この状況を解決することは容易ではな

い。

3）教育の普及活動

訓練センターは地方への教育の普及にも大きな感心をもち、地方にも新技術が急速に普及

する現実を踏まえて、それに効果的に対応する手段を模索している。その最も有効な手段と

してテレビ会議システム等を利用した遠隔教育に期待している。まだ、実験段階であるがハ

ノイの第一郵電訓練センターとホーチミンの第二郵電訓練センター間を結んで遠隔教育を試

行している。システムのない地方に対しても作成したビデオテープを郵送し、その受講者に

は試験問題を郵送して、これを回収するなど、将来の遠隔教育の実験を行っている。また、イ

ンターネットがサービスを開始したことから、CAI にも極めて強い関心を寄せている。ヴィ

エトナム語のCAI 教材を作成し、全国からこれにインターネットでアクセスすることにより、

最新の技術講座を容易に受講できるようにしたいと考えている。

4）訓練用教材及び図書

教科書、参考文献が不足している。参考文献については日本の郵政省から図書が寄贈され

ているが、これがなければ参考文献はないに等しい状況である。今回、大学コースも開設さ

れたことから、参考文献の整備は訓練環境整備の重要な課題の 1 つである。教科書について

も、最近VNPT に印刷会社が設立されたので、参考文献の整備が進めば、教官の努力によっ

て徐々に改善されるものと思われる。

5）実習設備・機材

a．交換設備：実習用デジタル交換機3 機種が設備されている。日本製ではNEC のNEAX61E
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交換機、フランス・アルカテル社のE10B 交換機及び韓国・ゴールドスター社のSTAREX

VK 交換機が設備されている。日本製の交換機については既に、NEC が現地企業とジョ

イントベンチャーを組んでおり、1998 年からの契約に対しては新規設計の NEAX61 Σ

を現地生産して納入することになっている。この機種はフレーム構造、マンマシン・イ

ンターフェース、コマンド共に既設の同 61E と全く異なっている。したがって、今後の

現場保守者の実践訓練には新機種Σの実習用設備の導入が望まれる。

b．伝送無線設備：34 メガバイト／秒光ファイバー伝送装置、2 メガバイト／秒及び 34 メガ

バイト／秒マイクロ無線装置が設備されている。今後、主流となる光ファイバー伝送シ

ステム（SDH）、ルーラル通信システム等の実習設備を導入し、訓練体制を充実する必要

がある。

c．線路設備：単芯の光ファイバーの芯線接続機があるが、その他の実習設備はない。今後、

基幹伝送路に限らず、加入者系を含め光ファイバーが主流となる。通信網全般にわたっ

てバランスのとれた訓練センターとするためにも、線路実習設備の充実が望まれる。

d．遠隔教育設備：ハノイ市の第一郵電訓練センター及びホーチミン市の第二郵電訓練セン

ターを結んだテレビ会議システムが設備されている。本システムの運用はまだ始まった

ばかりで、遠隔による講義の仕方などのノウハウの蓄積がまず必要である。訓練センター

としては、将来、地方にも訓練拠点を設け、この拠点にテレビ会議システムを設置し、こ

の拠点を増やすことにより訓練機会の均等化を進めて地方の技術レベルの向上に寄与し

たいと考えている。また、第一郵電訓練センターにはオーストラリア・テレストラ社が

寄贈した CAI システムがある。インターネットのサービスが開始されたこともあり、訓

練センターはCAI による遠隔訓練の効果に大きな期待をもっている。しかし、現設備で

は独自の訓練用ソフトが作れないという問題がある。



─ 25 ─

6． プロジェクト協力の基本計画

ミニッツで合意された協力基本計画の要約は、以下のとおりである。

（1）上位目標

ヴィエトナムの電気通信分野における人的資源の開発と技術訓練需要を満足させる。

（2）プロジェクト目標

第一郵電訓練センターの訓練能力を向上させることにより、このセンターにおける電気通

信の発展に即応した広範囲にわたる訓練コースの開設を可能とする。

（3）プロジェクト名

第一郵電訓練センター拡充計画

The Project on Strengthening of the Posts and Telecoms Training Centre 1

（4）プロジェクトサイト

第一郵電訓練センター（ハタイ省）

（5）協力期間

5 年間

（6）協力分野

1）デジタル交換技術及びネットワーク管理

2）光ファイバーケーブル技術及び局外設備

3）デジタル伝送

4）デジタル無線

5）データ通信

その他、遠隔教育（CAI）、訓練管理・経営管理の日本研修についてヴィエトナム側から強

い要望があった。
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（7）日本側がとるべき措置

1）長期専門家派遣

・デジタル交換技術及びネットワーク管理 1 名

・光ファイバーケーブル技術及び局外設備 1 名

・デジタル伝送 1 名

・デジタル無線 1 名

上記専門家のうち 1 名がチーフアドバイザーを兼務する。

また調整員 1 名も派遣される。

ヴィエトナム側はデータ通信の長期専門家派遣を強く要望した。

2）短期専門家派遣

プロジェクトの円滑な実施のため、必要があれば予算の範囲内で派遣する。

3）カウンターパートの日本研修受入れ

プロジェクト年間実行計画に基づき各年 3 名（5 年計 15 名）を受け入れる。

4）機材供与

プロジェクトの効果的実施に必要な上記（6）1）～ 5）の協力分野に係る機材を予算の範囲

内で供与する。主要機材については、ミニッツ（付属資料 1）ANNEX Ⅱ主要機材リストを参

照。

（8）ヴィエトナム側がとるべき措置

1）カウンターパート配置計画

各長期専門家に対し専任で 2 名ずつ配置する。

（大卒以上、英語堪能、電気通信訓練教官歴 5 年以上の経験がある者）

2）事務職員の配置

プロジェクトの円滑な運営に必要な事務職員を配置する。

3）建物及び施設

以下の主要な部屋（電気、水道、空調設備を含む）を用意する。

教室、図書室、事務室、チーフアドバイザー室、各分野ごとの専門家・教官用の部屋、会

議室、印刷室、機械室、各分野ごとの実習室、倉庫、その他

4）プロジェクト運営に必要な経費

プロジェクト実施に必要な予算措置をとる。
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（9）プロジェクト運営管理

プロジェクトの円滑かつ効果的な実施のため、日本・ヴィエトナム双方のメンバーから成

る合同調整委員会を設置する。プロジェクト機構図（暫定）はミニッツANNEX Ⅲを参照。

1）郵電庁長官が Project Director として、プロジェクト活動全体について責任者となる。

2）郵電公社総裁が Project Manager としてプロジェクト実施上の技術・運営管理について

責任者となる。

3）訓練センター所長は Vice Project Manager としての責任をもつ。

4）チーフアドバイザーはプロジェクトディレクター、プロジェクトマネージャー、副プロ

ジェクトマネージャーに対し必要な助言を与える。

5）プロジェクトの円滑かつ効果的な実施を確保する目的で合同調整委員会及び運営委員会

が設置される。

（10）合同調整委員会

1）機　能

合同調整委員会は下記機能を果たす目的で少なくとも年 1 回または必要に応じ開催される。

a．実施競技で署名される討議議事録（Record of Discussions： R ／ D）の枠内で暫定実施

計画に基づき年間事業計画を策定する。

b．年間事業計画の実施結果と技術協力の進捗状況を確認する。

c．プロジェクト実施上、生じた問題について双方で意見交換を行う。

2）メンバー

プロジェクトマネージャーが、議長を務める。

ヴィエトナム側メンバー

・郵電庁人事局副局長

・郵電公社人事部長

・センター所長

・センター副所長

・訓練監督者

日本側メンバー

・チーフアドバイザー

・業務調整員

・専門家

・JICA ヴィエトナム事務所代表

・JICA 調査団
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なお、日本国大使館書記官はオブザーバーとして合同委員会に出席できる。

（11）運営委員会

1）機　能

運営委員会は下記機能を果たす目的で少なくとも月 1 回または必要に応じ開催される。

a．プロジェクト年間事業計画に沿って月間事業計画及びプロジェクト活動内容を策定する。

b．事業計画並びに技術協力の進捗を確認する。

c．目標達成に係る評価を実施する。

d．技術協力に係る問題点について双方で意見交換を行う。

2）メンバー

センター所長が議長を務める。

ヴィエトナム側メンバー

・センター副所長

・郵電公社人事部副部長

・訓練監督者

・プロジェクトマネージャーに任命されたカウンターパート

日本側メンバー

・チーフアドバイザー

・業務調整員

・専門家

（12）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

日本側はプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法に基づくプロジェクト・

デザイン・マトリックス（PDM）についてヴィエトナム側に説明を行った。

事前調査段階で暫定的に作成した PDM はミニッツANNEX Ⅳのとおりであるが、最終的

には、実施協議段階で取りまとめられる。

（13）実施協議調査団

事前調査及び長期調査結果を踏まえ、日本政府により本プロジェクト案件が採択された後、

日本側技術協力の詳細内容を確定する目的で実施協議調査団が派遣され、討議結果をR ／D

に記載、署名を取り交わす。
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7． 協　議　経　過

（1）分　野

1）ヴィエトナム側の要請分野

要請分野は以下の 6 分野、5 専門家であった。

・研修マネージメント

・線路・設備管理

・ネットワーク・交換

・ケーブル伝送

・無線技術

・データ通信・CAI

2）日本側の提案

デジタル通信網の基本技術である以下の 4 分野、4 専門家を提案した。

・デジタル交換

・光ケーブル

・デジタル伝送

・デジタル無線

3）事前調査で調整した分野

ヴィエトナム側からデータ通信、研修管理及び調査時の経営管理について強い要望があった。

データ通信ではCAI、研修管理では遠隔研修の強い要望があったが、この分野については、技

術協力の範囲とするかどうか、日本側で検討することとした。

経営管理についての要請もあったが、その内容が予算管理、投資管理、人事管理、プロジェ

クト管理と幅広く、また今回のプロジェクト技術協力の範囲になじまないことから、カウンター

パート研修の方向で検討することとした。

また、研修管理では、通信網管理についても要望があった。これについては、既存通信網が

複数のシステムで構成されているため全国的通信網管理はできないが、情報面の範囲内で協力

することとした。

4）事前調査の段階での協力分野

協力分野は以下の 5 分野とした。

・デジタル交換技術及びネットワーク管理

・光ファイバーケーブル技術及び局外設備

・デジタル伝送
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・デジタル無線

・データ通信

データ通信については協力分野に含めるが、専門家の人数の制約から長期専門家はデータ通

信を除く 4 専門家とする。データ通信の長期専門家の派遣については日本側で調整することと

した。

CAI の技術協力と訓練管理、経営管理の日本研修について強い要請があり、その旨ミニッツ

に付記した。

（2）訓練対象者

当初、ヴィエトナム側は、訓練センター教官が日本の専門家に個人指導してもらうといった

意識であったが、プロジェクトの目的を説明し、本プロジェクトの趣旨が理解された。

各技術協力分野においてVNPT 職員を対象とした訓練科班を設定し、技能向上訓練を実施し

て電気通信の拡充・高度化に対応できる技術者を育成する。

今回、具体的訓練科班についての案を提示したが、本調査では科班についての結論は出なかっ

た。

（3）協力期間

協力期間については、日本側提案どおり 5 年間とした。

（4）プロジェクトの位置づけ

本プロジェクトは第一郵電訓練センターを実施機関とし、所管官庁のヴィエトナム郵電庁と

郵電公社の幹部を合同委員会、運営委員会のメンバーとし運営していく。

（5）組織形態

第一郵電訓練センターは郵電公社に 2 か所ある訓練センターの 1 つである。

訓練センターとして、今までVNPT 職員に階層研修としての長期研修及び技能向上を目的に

した短期研修を実施してきた。

今回、VNPT の教育機能の充実により、大学、大学院の機能を有する郵電技術学院が設立さ

れ、その組織となったが、訓練センターの技能向上訓練としての機能は従来どおりである。

（6）協力範囲の内容

協力範囲は、各専門分野の専門家がヴィエトナム側のカウンターパートと供与機材を活用し

た訓練科班を設定し、訓練実施に向けた訓練教程、教材の作成を通じカウンターパートに専門
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知識を移転し、その訓練により VNPT 職員の技能向上を図るものである。

（7）日本側投入内容

第一郵電訓練センターに長期専門家を派遣するとともに、訓練用機材を供与し、この機材を

活用して、技能向上訓練を実施、この訓練を通じてセンターの教官に技術移転を行う。

また、機器の据え付け等に必要な短期専門家の派遣及びカウンターパート研修について実施

する。

1）長期専門家

長期専門家については、以下の 4 分野に 4 専門家を派遣することとする。

・デジタル交換技術及びネットワーク管理技術

・光ファイバーケーブル技術及び局外設備技術

・デジタル伝送技術

・デジタル無線技術

また、専門家の 1 名がチーフアドバイザーを兼務する。

データ通信の専門家派遣は今後の検討課題とする。

2）短期専門家

短期専門家についてヴィエトナム側から具体的要望はなかった。

日本側としては、機器の据え付け及び各分野の短期専門家等必要な専門家の派遣を考えてい

る。

3）カウンターパート研修

カウンターパート研修については、ヴィエトナム側の TOR での要望は 6 部門で合計 23 名で

あり、さらに人数枠の拡大を強く要望されたが、カウンターパート研修の目的等を説明し、毎

年 3 名 5 年間の 15 名で合意した。

4）機材供与

a．ヴィエトナム側要望

要望は以下のとおりであった。

・SDH 光ファイバーケーブル伝送システム

・ソフトウェア訓練開発システム

・ルーラル通信システム（PHP － WLL）

・局外設備

・CAI・ビデオシステム

・訓練支援システム

・既設設備に対する計測機器
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・ATM 交換機モデル設備

・光スイッチ

b．日本側提案

技術協力分野に関連した機材として以下に係る訓練設備と測定機器類を提案した。

・デジタル交換

・光ファイバーケーブル

・デジタル伝送

・デジタルマイクロ

c．機材供与

機材供与についても、技術協力分野同様に、データ通信に係る訓練機材の要望があり、パ

ケット交換機と LAN 設備を要望されたが、LAN 設備についてのみ追加供与することとした。

ただし、機材供与は予算の範囲内で実施することで合意した。

CAI と遠隔研修についても、技術協力分野同様に強い要望があったが今回の技術協力の範

囲ではなく、今後の検討内容であることから、今回の調査では供与の対象とはしないことと

した。

（8）ヴィエトナム側投入

1）カウンターパートの配置計画

カウンターパートについては、各専門分野ごとに専任各 2 名配置する。

資格条件として

・大学卒以上の学歴で英語に堪能

・電気通信分野での 5 年以上の教官歴

を有する教官とした。

2）管理運営要員

プロジェクトの円滑な運営に必要な運営要員を配置する。

具体的な人数等については、今後調整する。

3）土地、建物及び施設

土地、建物については既設がある。また新しい建物についても政府の承認が得られ、1998 年

に着工して 2000 年には完成予定である。

日本側の要望として、教室、専門家用居室等を要望し、ヴィエトナム側も了承した。

新しい建物の完成に伴う供与機材の移設については、既設の建物が継続使用できることから

供与機材を移転しない方向で居室を確保する。
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4）プロジェクトの経費

経費として、日本側は以下を提案した。

a．供与機材の通関、保管、国内輸送、設置、運用、保守にかかわる費用

b．供与機材以外の機材、備品、工具、計測器、車両、予備品の供給と交換

c．ヴィエトナム側スタッフの給与等、電気・水道・ガス・燃料等の経費、訓練運営費、施設

維持費、長期及び短期専門家の国内出張旅費、及びその他必要な費用

ヴィエトナム側も基本的には了解したが、専門家の国内出張旅費に専門家の通勤費が含まれ

るか等、細かい内容の確認となったため、今回の調査では「プロジェクトの実行に必要な運営

管理費をヴィエトナム側で負担する」旨の記載で合意した。
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8． 技術協力の妥当性と留意事項

（1）妥当性

ヴィエトナムは 1986 年以降推進しているドイモイ（刷新）政策の下、第6 次国家経済開発 5 か

年計画（1996 年～ 2000 年）のなかで 2000 年以降のさらなる経済発展に必要な条件づくりをめ

ざし、経済の安定、成長の基盤づくりをするための施策の 1 つとして、基礎インフラの整備に

重点を置いている。

通信インフラとして、ヴィエトナム政府は国際・国内幹線電話網の整備・拡充をめざし、近

代的かつ整合性のある設備の導入、電話普及率 6％達成、ルーラル通信網の拡充を 2000 年まで

の整備目標としている。なお、電話回線では 1996 年から 2000 年までの 5 年間で 400 万回線の

増設を目標としている。

ヴィエトナム電気通信分野の監督官庁である郵電庁は 1995 年 4 月、事業運営部門を郵電公社

として郵電庁から独立させた。郵電公社は現在、国内・国際通信、移動体通信を主体事業とし、

総職員数 7 万 5,000 名のうち電気通信関係職員が 4 万名を占めている。

しかしながら郵電公社は、電話回線の増加、デジタル技術の導入による通信技術の近代化・高

度化に対応できる担当職員の質・量の向上を急務としながらも、従来の訓練内容では対応困難

として、最新訓練設備を用いた実践的な技術向上訓練を自前で実施できるようにするため、プ

ロジェクト方式技術協力を日本政府に要請してきた。

本プロジェクトは、郵電公社職員を対象とし、主要通信技術分野のスキルアップをめざした

訓練コースの計画、訓練実施に係る技術・知識をカウンターパートに技術移転するものである。

上述のとおり、本プロジェクトの成果は、ヴィエトナム国家経済開発計画における通信技術

分野の人材育成に貢献することが期待されており、本案件は技術協力として妥当であるといえ

る。

なお、ヴィエトナム政府は 1997 年 9 月に研究・訓練分野の機構改革として、郵電公社の第一

郵電訓練センター（ハノイ）、第二郵電訓練センター（ホーチミン）、2 研究所を統合し、「郵電技

術学院」を設立した。本案件は第一郵電訓練センター（ハノイから南約 10 キロメートルのハタ

イ省）をプロジェクトサイトに選定しており、同サイトにおいて「郵電技術学院」構想の下での

訓練施設の新築が予定されていること以外は、直接影響は受けないことが確認されている。

（2）留意事項

協力分野について、ヴィエトナム側から、データ通信技術に対する要望があったが、広範囲

なデータ通信技術のうちどの技術内容に絞るか、先方のニーズを把握する必要がある。また、
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CAI による遠隔教育、研修事業運営管理（Training Management）についても協力要望があっ

たので、日本側での対応可能な内容を検討し、長期調査で相手側と協議する必要がある。また、

今回の調査で既存の訓練施設を使用して協力を実施することになったが、サイト・プレパレー

ションの点では、供与機材の設置時期が訓練開始時期を左右することになるので、次回の長期

調査では供与機材の内容、設置場所、電源、荷重等について先方と協議できるよう、日本側案

の検討を急ぐ必要がある。
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